
 

関市農業委員会総会議事録 

場所：関市役所６階大会議室 

○議事日程 

 平成２９年２月６日（月曜日）午前１０時００分 開議 

（１） 議事録署名委員の指名 

（２） 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

（３） 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について 

（４） 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

（５） 議案第４号 事業計画変更申請に対する意見について 

（６） 議案第５号 農用地利用集積計画の承認について 

（７） 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

 

 

○出席委員（３１名） 

  １番 早川 英雄 君    ２番 早川 誠一 君    ３番 佐藤 久雄 君 

４番 早川 清治 君    ６番 佐藤 善一 君    ７番 清水 宗夫 君 

８番 兼村 正美 君    ９番 石木 治男 君   １０番 後藤 利彦 君 

１１番 大澤 慶一 君   １２番 八木 豊明 君   １３番 杉山 德成 君    

１４番 村井 由和 君   １５番 山田 晴重 君   １６番 亀山 浩  君    

１７番 安田 孝義 君   １８番 篠田 泰道 君   １９番 横井 文雄 君    

２０番 中島 利彦 君   ２１番 増井 賢一 君   ２２番 加藤政比古 君    

２３番 土屋 尊史 君   ２５番 野村 茂  君   ２６番 長屋 芳成 君    

２７番 日置 香  君   ２９番 相宮 千秋 君   ３０番 永井 博光 君    

３１番 岡田 忠敏 君   ３２番 伊佐地鐡夫 君   ３３番 川村 信子 君      

３５番 岩田 幸子 君 

   

 

○欠席委員（１名） 

 ３４番 漆畑 和子 君       

  

 

○委員以外の出席者 

 経済部長          永田 千春 君  農業委員会事務局長    足立 光明 君 

 農業委員会事務局課長補佐  長尾 成広 君  農業委員会事務局主任主査 田口 旭  君 

 洞戸事務所係長       山田 喜一 君  板取事務所主任主査    長屋 守世 君 

 武芸川事務所課長補佐    桜井 伸一 君  武儀事務所係長      中村 正  君 

 上之保事務所主事      大野 千春 君 

  



午前１０時００分 開会 

○事務局課長補佐（長尾成広君）これより農業委員会総会を始めさせていただきます。市民憲章の

ご唱和をお願いします。ご起立ください。 

     （市民憲章を唱和） 

ありがとうございました。ご着席ください。それでは、佐藤善一会長、ご挨拶をお願いします。

○議長（佐藤善一君）早いもので２月に入りました。プロ野球では１２球団がキャンプ入りしまし

たし、大相撲では待望の日本人横綱が誕生したという事でたいへんうれしく思っております。 

さて、私どもの農業委員会も公選制から任命制に変わるという事で定数が１９名となります。１

月１９日には農業委員会法の改正に伴いまして定数の問題で各地域の代表の方にお集まりいただき

検討委員会を開催した事をお伝えしておきます。それぞれ地域の実情に合わせて選考していただく

訳ですが、難しい問題も抱えておるような話も聞きます。募集に当たりましては、それぞれの立場

でご尽力をいただきますようお願いします。 

また３月には婚活イベントを予定しておりますが、そちらもご協力をよろしくお願いします。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）続きまして、経済部長の永田がご挨拶申し上げます。 

○経済部長（永田千春君）インフルエンザが流行っているようですので、皆さまお気を付け願いた

いと思います。 

 また、新聞等でご存知かと思いますが、先月山県市で鳥インフルエンザが発生しまして、１０キ

ロ圏内に関市も入りいくつかの養鶏場もありますが、幸いこちらには被害が飛び火してこなかった

という事で安心をしました。ただ１０キロ圏内という事で、消毒ポイントを一ヶ所設けました。広

見グラウンドの駐車場です。県の職員が２４時間３交代制で防護服を着て、山県市の養鶏場に行っ

た車をそこで一旦停め消毒をしてもらってから関市に入るというふうにやってもらいました。１５

日の朝の雪が降る中、農務課の職員も出まして、テントを設置しストーブを用意して準備しました。

２月１日までやっていただきました。これから暖かくなってくるとそういうリスクも減ってくると

は思いますが、もし万が一関市内で発生した場合には対策本部設置、消毒などの対応をすることに

なりますので、ご理解ください。 

 また会長のお話にもありましたが、婚活イベントがありますので、お声掛けをよろしくお願いい

たします。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）続きまして、欠席委員の報告をします。３４番漆畑委員です。 

○議長（佐藤善一君）ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。会議規則第８条により委員

の過半数の出席により総会は成立しています。 

 次に、議事録署名委員の指名を行います。３１番岡田委員、３２番伊佐地委員のお二人にお願い

します。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請を議題といたします。事務局の説明を求めま

す。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地法第３条の規定により、下記農地の申請がありましたので、

審議を求めます。議案は１ページからになります。 

１番の案件 位置図は１ページになります。 

所有権移転 申請地は、肥田瀬地内､新富津橋の北西３５０ｍほどに位置する農振農用地である田 

３，０４０㎡です。譲受人は申請地を譲り受け農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、

農業経営が困難になってきたため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

１月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 



２番の案件 位置図は２ページになります。 

所有権移転 申請地は、小瀬地内､瀬尻小学校の北北東２３０ｍに位置する農振農用地である田 

４３６㎡です。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、

高齢により、農業経営が困難になってきたため、譲り渡すというものです。 

１月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

３番の案件 位置図は３ページになります。 

所有権移転 申請地は、山田地内､山田公民センターの北東２１０ｍに位置する農振農用地である

田１，４９２㎡、登記地目田、現況地目畑１８５㎡及び畑２３１㎡計３筆１，９０８㎡です。譲受

人は、母である譲渡人より申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。譲渡人は、

高齢により、農業経営が困難になってきたため、無償にて譲り渡すというもの。 

１月１９日に現地確認をしたところ、農地性有りと確認しています。 

４番の案件 位置図は４ページになります。 

所有権移転 申請地は、武儀富之保地内､武儀東小学校の北２，５００ｍほどに位置する農振農用

地である田２５５㎡です。譲受人は、申請地を譲り受け、農業経営の拡大を図りたいというもの。

譲渡人は、農業経営が困難になってきたため、譲受人の申し出に応じて譲り渡すというものです。 

１月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性有りと確認しています。 

以上、所有権移転に関するもの４件につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員から意見をお聞きします。 

○２番（早川誠一君）１番の案件について、異議ありません。 

○８番（兼村正美君）１番の案件について、異議ありません。 

○１３番（杉山德成君）２番の案件について、異議ありません。 

○１７番（安田孝義君）３番の案件について、異議ありません。ただ無償なのに、議案は有償に

なっています。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）無償の間違いです。お詫びして訂正させていただきます。 

○１９番（横井文雄君）４番の案件について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第１号について、許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

     （全員挙手） 

それでは、議案第１号の４件については、許可することといたします。 

次に、議案第２号農地法第４条の規定による許可申請に対する意見についてを議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので、意見 

を求めます。 

議案は３ページからになります。 

 １番の案件 位置図は、５ページになります。 

 申請地は、平賀町７丁目地内、富岡小学校の北西３１０ｍほどに位置する登記地目畑、現況地目 

宅地１,８３６㎡のうち８９６．４８㎡です。申請人は、申請地を譲り受けて自己用の住宅、車庫及 

び農業用倉庫を建築整備したいというものです。 

１月１９日に現地確認をしたところ、宅地であったため始末書の添付があります。農地の区分は、



都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。  

２番の案件 位置図は、６ページになります。 

 申請地は、１番の案件と同じ筆内であり、平賀町７丁目地内、富岡小学校の北西３１０ｍほどに 

位置する畑、１,８３６㎡のうち６４９．７９㎡です。申請人は、申請地を相続により譲り受けたが 

農業経営が困難になってきたため、申請地を太陽光発電施設用地として整備したいというもの。 

１月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認をしています。農地の区分は、都市 

計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。  

この１番、２番の案件ですが、太陽光の案件で出てきましたが、その際に昭和５８年頃に家を建 

られておりそれが無断転用であったため、一緒に申請していただきました。 

３番の案件 位置図は、７ページになります。      

申請地は、下有知地内、関有知高校の北５４０ｍほどに位置する畑、２，５９２㎡のうち７３３． 

５５㎡です。申請人は、申請地を相続により取得したが県外に居住しており、申請地の管理が困難

になってきたため、申請地を太陽光発電施設及びその通路として整備したいというものです。 

１月１９日に現地確認をしたところ、畑及び一部雑種地であったため始末書の添付があります。

農地の区分は、住宅、事業施設等が連坦している農地のため、第３種農地と判断します。 

４番の案件 位置図は、８ページになります。 

 申請地は、池田町地内、池田公園の南１１０ｍほどに位置する田５００㎡のうち３５１㎡です。 

申請人は、賃貸住宅に居住しており、手狭になってきたため、申請地を譲り受け自己用の住宅を建

築したいというもの。 

１月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しております。農地の区分は、都市

計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。  

以上４件について、ご審議をお願いします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１番（早川英雄君）１番、２番の案件について、異議ありません。 

○１２番（八木豊明君）３番の案件について、異議ありません。 

○１３番（杉山德成君）４番の案件について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第２号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 

         （全員挙手） 

 それでは、議案第２号の４件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題とい

たします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地法第５条の規定により、下記農地の申請がありましたので、

意見を求めます。 

 議案は５ページからになります。 

１番の案件 位置図は９ぺージになります。 

所有権移転 申請地は、鋳物師屋笠屋区画整理事業地内、天神公民センターの南１６０ｍほどに

位置する田６筆１,６８２㎡です。譲受人は、土木建築工事の設計施工管理及び不動産業等を営んで

いる法人であり、申請地を譲り受け、分譲住宅敷地として整備したいというもの。譲渡人は、農業



経営が困難になってきたため所有地の一部を譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

１月１９日に現地確認をしたところ、宅地でした。農地の区分は、都市計画法の用途地域内のた

め第３種農地と判断します。 

 なお、申請地の面積は１，０００㎡を超えますが、区画整理の施行により宅地化された案件にな 

りますので、開発要綱の対象にはなりませんので申し添えます。  

２番の案件 位置図は１０ページになります。 

所有権移転 申請地は、鋳物師屋笠屋土地区画整理地内、天神公民センターの南１７０ｍほどに

位置する田、３１５㎡です。譲受人は、賃貸住宅に居住しており、家族が増え手狭になってきたた

め申請地を譲り受け、自己用の住宅を建築したいというもの。譲渡人は、１番の譲渡し人と同一で

あり譲受人の申し出に応じて、譲り渡すというものです。      

１月１９日に現地確認をしたところ、宅地でした。農地の区分は、都市計画法の用途地域内のた

め第３種農地と判断します。 

１、 ２番共に区画整理事業の仮換地の状態ですので、１番につきましては業者の方が区画が終わ 

って所有権移転をされる際にはまた、事業計画変更が出てくる事になります。 

３番の案件につきましては、議案には挙げさせていただきましたが、取り下げになりました。理 

由としましては、道路法の市道認定がかかりまして、収用絡みという事で農転が要らない所ですし、

そういう所で所有権移転はあり得ないという事で取り下げをしていただいております。 

４番の案件 位置図は１２ページになります。 

所有権移転 申請地は、市平賀地内、富岡小学校の東１６０ｍほどに位置する畑８４３㎡です。

譲受人は、不動産業を営んでおり、現在申請地の南側に貸駐車場を所有しており手狭になってきた

ため、申請地を譲り受け、貸駐車場として整備したいというもの。譲渡人は、申請地を相続により

取得したが農業経営が困難になってきたため、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。 

１月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。事業計画変更の１番の案件と同時許可になりま

す。 

 

５番の案件 位置図は１３ページになります。 

所有権移転 申請地は、迫間地内、下迫間公民館の西北西４３０ｍほどに位置する田１８０㎡で

す。譲受人は、建設工事請負業等を営んでいる法人であり、申請地を譲り受け、資材置き場を整備

したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。隣接農地の承諾書

の添付があります。 

１月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。農地の区分は、住宅、

事業施設等が連坦している農地のため、第３種農地と判断します。 

６番の案件 位置図は１４ページになります。 

 所有権移転 申請地は、神明町４丁目地内、稲口グランドの北１００ｍほどに位置する畑１７１ 

㎡です。譲受人は、賃貸住宅に居住しており、家族が増え手狭になってきたため、申請地を譲り受 

け、自己用の住宅を建築したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというもの 

です。     

１月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。  

７番の案件 位置図は１５ページになります。 

 所有権移転 申請地は、栄町３丁目地内、西部公民センターの南東５８０ｍほどに位置する登記 



地目田、現況地目畑２筆３３６㎡のうち２４５．１㎡です。譲受人は、賃貸住宅に居住しており、 

家族が増え手狭になってきたため、申請地を譲り受け、自己用の住宅を建築したいというもの。譲 

渡人は、申請地を相続により取得したが、農業経営が困難になってきたため、譲り渡すというもの 

です。      

１月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。  

８番の案件 位置図は１６ページになります。 

 所有権移転 申請地は、西仙房（さいせんぼう）地内、緑ヶ丘中学校の東１３０ｍほどに位置す 

る登記地目田、現況地目宅地２１㎡です。譲受人は、申請地の北側に居住しており、申請地を譲り 

受け、車庫を建築したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

１月１９日に現地確認をしたところ、雑種地であったため、始末書の添付があります。農地の区

分は、都市計画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。  

９番の案件 位置図は１７ページになります。 

 所有権移転 申請地は、北福野２丁目地内、西部公民センターの北東１１０ｍほどに位置する畑  

２０４㎡です。譲受人は、申請地を譲り受け、自己用の住宅を建築したいというもの。譲渡人は、 

市外に居住しており、農業経営が困難になってきたため譲り渡すというものです。      

１月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。  

１０番の案件 位置図は１８ページになります。 

 所有権移転 申請地は池尻地内、池尻公民センターの南東３２０ｍほどに位置する登記地目畑、

現況地目宅地５５６㎡です。譲受人は、賃貸住宅に居住しており、家族が増え手狭になってきたた

め申請地を譲り受け、個人用の住宅及び倉庫を建築したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出

に応じ譲り渡すというものです。      

１月１９日に現地確認をしたところ、宅地であったため始末書の添付があります。農地の区分は、

住宅、事業施設等が連坦している農地のため、第３種農地と判断します。 

１１番の案件 位置図は１９ページになります。      

所有権移転 申請地は小瀬地内、赤土坂公民センターの北北西３９０ｍほどに位置する田、２筆  

１，６０２㎡です。譲受人は、不動産業等を営んでおり、申請地及を譲り受け、宅地分譲地として

整備したいというもの。譲渡人は、譲受人の申し出に応じ譲り渡すというものです。      

１月１９日に現地確認をしたところ、田で農地性ありと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。 

以上、所有権移転に関するもの１０件につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１番（早川英雄君）１番、２番、４番の案件について、異議ありません。 

○４番（早川清治君）５番の案件について、異議ありません。 

○７番（清水宗夫君）６番、７番の案件について、異議ありません。 

○１３番（杉山德成君）８番、９番、１０番、１１番について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第３号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 



         （全員挙手） 

 それでは、議案第３号の３番を除く１０件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたし

ます。 

次に、議案第４号事業計画変更の承認についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地転用許可後の事業計画変更申請がありましたので、意見を求

めます。 

議案は１０ページになります。 

１番の案件 位置図は２０ページになります。 

所有権移転 目的変更 申請地は、市平賀地内、富岡小学校の東１６０ｍほどに位置する畑８４

３㎡です。当初事業計画者は、昭和５７年４月２８日に５条申請にて申請地に賃家住宅を建築する

予定であったが、諸事情によりとん挫していたというもの。変更後の事業計画者は、不動産業を営

んでおり、現在申請地の南側に貸駐車場を所有しており手狭になってきたため、申請地を譲り受け、

貸駐車場として整備したいというものです。 

１月１９日に現地確認をしたところ、畑で農地性ありと確認しています。農地の区分は、都市計

画法の用途地域内のため第３種農地と判断します。なお５条４番の案件と同時許可になります。 

以上１件のご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、担当委員の意見をお聞きします。 

○１番（早川英雄君）１番の案件について、異議ありません。 

○議長（佐藤善一君）これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

○２３番（土屋尊史君）当初計画では、３筆１，２５１㎡ありますが、今回は８４３㎡だけが事

変で８５㎡と３２３㎡は変更なしでそのまま行うということですか。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）はい。そうです。 

○議長（佐藤善一君）他に質疑はございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

 他に質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第４号について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに異議のない方は挙手をお願い

いたします。 

         （全員挙手） 

 それでは、議案第４号の１件を原案のとおり岐阜県知事に進達することといたします。 

次に、議案第５号農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画の承認についてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）関市長より、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

り、農用地利用集積計画の承認を求められたので、意見を求めます。 

議案は１１ページからになります。 

使用貸借権の設定に関するものについて新規８筆、６件。賃貸借権の設定に関するものについて

新規１４筆、１０件の承認を求められています。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしていると考えます。地目は、田が、２０筆２６，１３０㎡。畑が、２筆１，４１１㎡です。

地区は、千疋、広見、肥田瀬、池尻、下有知、武芸川町高野、平、谷口、黒屋地区。設定移転を受

ける方は、臼井求さん外１２者です。 

以上、農用地利用集積計画の承認につきまして、ご審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤善一君）事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑のある方は

ございませんか。 



     （「なし」の声あり） 

 質疑もないようですので、これより採決いたします。 

議案第５号の農用地利用集積計画について、原案のとおり許可することに異議のない方は挙手

をお願いいたします。 

    （全員挙手） 

議案第５号の農用地利用集積計画について、原案のとおり許可することといたします。 

続きまして、報告第１号農地法第１８条第６項の規定による届出について事務局からの説明を

求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による届出 賃貸者の

合意解約の届出について、説明させていただきます。 

議案は１４ページになります。今回１件の届出があります。 

番号１の案件 賃借人亀山美和。小瀬地内の田２筆１,６０２㎡です。合意解約日は、平成２８年

１２月２６日です。 

○議長（佐藤善一君）以上をもちまして、議案の審議はすべて終了いたしました。その他について

事務局の説明を求めます。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農業委員、農地最適化推進委員の募集についてですが、今週２月

８日水曜日から３月７日までの４週間が推薦募集の期間です。出来るだけスムーズに募集が行われ

るように願っております。前にお話しさせていただきましたが、下呂市さんは４週間の募集で人数

が足らずその後４度募集され、最後には余分になり１人お断りをしたそうです。地区によっては今

回の制度改正で農業委員、最適化推進委員の人数が増えたり減ったり組み合わせが変わったりして

いますので、その辺りを周知して進めていただきたいと思います。地元で分からないことがあった

場合は、説明に伺いますので、何なりと聞いていただければと思います。関市内の農協の全支店に

相談があるかもしれないので、選考に農協が関係あるなしに関わらず説明に伺いました。 

 また、婚活イベントについてですが、３月２５日土曜日に関観光ホテルで開催します。今回は会

場の都合により初めて土曜日に開催いたします。毎回女性の応募が少ない所に今回は土曜日という

ことで更に少ないのではないかと予想されますので、こちらもスムーズに開催出来るよう、みなさ

まにもお声掛けをしていただいたりご協力をよろしくお願いいたします。 

次回の総会は、３月８日水曜日午前１０時から、市役所６階大会議室で行います。 

○議長（佐藤善一君）他にご意見等ありますか。 

○２２番（加藤政比古君）全国的にも農地の担い手が７０歳を超えてきたということです。都市部の農

地はいいと思いますが、上之保や洞戸板取などの山奥の農地について、あと５～６年で荒廃してしまう

と思うんです。農水省では受け皿がどうのという話はあるけれど、僻地については受けてくれません。

結局、所有者が固定資産税を払って草刈をして管理していくしかない。先日の上之保の農政推進委員会

では、跡取りが居ないし市に寄付で貰ってもらえないかと聞いたら、そういう事は行っていないという

事でした。山林も同じ事ですが、年々そういう所が増えてきているのでどうにかならないですか。 

 また、農地を保全するように言っている農水省に対して、経済産業省などは太陽光発電施設を推進し

て農地の転用を進めているという事に矛盾を感じております。 

 また、農振地域については、村の時代には地権者の知らないうちに、受益面積を多くして農地を保全

するということで、農振にしてあった。いざ何かしようとすると、除外が必要となる。何十年も荒廃し

てしまっている畑が農振になっていたり、残土捨て場になっている農振地域もある。法については何年

かに一回見直しをしてみえると思うが、そういった所を農業委員会を掛けずに簡単に除外出来るように

山間僻地の声として改正してもらえるように働きかけてもらえませんか。 



○事務局長（足立光明君）貴重なご意見をありがとうございました。いろんな問題を含んで改正してい

く必要があると思いますが、しっかり研究していろんな所と調整して進めていきお願いしていくものは

していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）農地台帳では３，０００ｈａ農地がありますが、農業センサスな

どの調査では実際の耕地面積は２，５００ｈａです。５００ｈａ分は現況が山林などになっている

農地が農地台帳に載っているのが現状です。おそらく旧町村で農振農用地になってて、農地にカウ

ントしているのだと思われます。今後、農業委員さんや農地最適化推進委員さんにご協力いただき、

そういう所を非農地通知を出して除外していく作業をしていかなければいけません。平成２６年に

農地台帳の整備が法定化され、今後３年間の課題になります。またご協力よろしくお願いします。 

○２２番（加藤政比古君）それともう一つ質問ですが、柚子は農地に作るのはセイフと分かってますが、

和紙の原料の楮を作るのは、セイフかアウトかどうですか。傾斜地に楮は適しているという事で、今は

お茶を作っているんですが、もうお茶も作れなくなるので、楮はどうかという話が出ました。 

○事務局課長補佐（長尾成広君）林産物か農産物かというところもありますし、美濃市や農林事務

所などに確認し、後日回答させていただきます。 

○議長（佐藤善一君）これをもちまして閉会といたします。ご苦労様でございました。 

午前１１時４分閉会 
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